
※１ 価格失格基準 ＝ 調査基準価格の97％

　直接工事費の85％

　共通仮設費の70％

　現場管理費の70％

　一般管理費の30％

調査基準価格

失格基準（失格ライン）

調査基準価格
（失格）

高い

低い

Ⓗ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

Ⓕ

1億円未満の総合評価における入札の場合のイメージ図

改正前 改正後

Ⓐ

Ⓑ

予定価格

　調査基準価格を下回った入札者のうち、失格基準
を満たした（価格失格基準と数値的判断基準を全て
満たした者）者について、重点調査を実施した上で落
札者を決定する。

数値的判断基準＝※２

価格失格基準※１

数値的判断基準※2

Ⓖ

入札額

予定価格超過のため不落札

落札

失格

重点調査（適正な施工の可否について）した上で落札者を決定

最低入札額がⒶ又はⒹの場合

最低入札額がⒼの場合 数値的判断基準を満たしているが、価格失格基準を満たしていないため失格

最低入札額がⒷ又はⒺの場合

最低入札額がⒸ又はⒽの場合

最低入札額がⒻの場合

変更なし 


